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　本市は豊かな水辺と自然に恵まれ、数多くの野生鳥獣が生息しています。
　野生鳥獣は本来の生態を維持することで、人間との正しい共生ができま
す。餌付けは、生態系に影響を及ぼす可能性などがあるため、絶対にやめ
ましょう。

・ 自ら食料を得ようとしなくなる
・ さまざまな調味料や添加物、油分などを摂取することで、病気などにか
かる
・栄養状態が良くなり繁殖することで、感染症が発生し拡散する
・特定の種のみ繁殖し、生態系のバランスが崩れる
・ 本来生息していない場所（人間の生活圏内）に生息し、人を襲う人身被害、
野菜を食べる農作物被害、住宅付近でのふん尿による悪臭や鳴き声によ
る騒音などの生活環境被害が発生する
・被害防止を目的に捕獲される鳥獣を増やしてしまう
問環境保全課保全係☎33-4491、鳥獣被害対策係☎33-4439

　飼い主の皆さんは、動物による事故や迷惑を防止するため、次の点に注
意し、適切な管理・しつけをしましょう。
　また、動物は最後まで責任をもって飼いましょう。やむを得ない事情で飼
えなくなった場合は、新しい飼い主を探すか、下記へ相談しましょう。

　千葉県動物愛護センターでは、定期的に「犬の飼い
方・しつけ方教室」を開催しています。また、動物愛
護やしつけ方、動物由来感染症などについて、学校や
地域の勉強会に講師を派遣しています。
問印旛保健所☎043-483-1137、県動物愛護センタ
ー☎93-5711

　市民団体「印西ウエットランドガイド」と市が発行している「歩いて
調べた いんざい里山マップ」を見ると、湧水が多くありました。
　里山とは集落に近い山裾で、農業や果樹園芸など、多様な土地利用
が行われている地域一帯を指します。北総台地から染み出す自然水を
利用し、畦

けい

畔
は ん

（耕地間の境）や水路を作り、稲作や畑で利用するために
は、適度な里人の手入れが必要であり、そこが手付かずの原生山林とは違います。
　雨や雪などで地面に染み込んだ水が、地形などの影響で、斜面と平野が接する小
さな谷(谷津)から地表に吹き出てきたものが湧水です。湧水の用途は主に灌

かん

漑
が い

（水
利）用ですが、同時に水辺に生きる動植物が生息しやすい環境も作っています。

　印西には、同マップ記載の主要12地区に里
山が点在しており、天然の湧水も27カ所あり
ました。他に湧水としては、月影の井（浦部）
などもあり、湧水群としては物

もの

木
き

落
おとし

(本埜)や
草深弁天湧水が有名です。近くの里地里山を
散策しながら、小動物や草花が育つ、貴重な
生息地である水辺を観察してみてください。

里山の湧水を訪ねて

谷津
から
川辺に

湧き出す水
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11月は動物による危害防止対策強化月間 野生鳥獣への餌付けは絶対にしないで!

　狩猟期間中、自然の中でレジャーをする人は、目立つ服装で外出すると
ともに、事故防止のため、わなの設置場所や銃声のする方向には、近づか
ないでください。
　また、狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。使用した器
具などは消毒、泥の洗い流しなどを行い、豚熱の感染拡大防止にご協力を
お願いします。
問県自然保護課☎043-233-2972、市環境保全課鳥獣被害対策係☎33-
4439

11月15日㈫～令和5年2月15日㈬は
狩猟期間

今年度の各月の
レポートはこちら▶ 

▲里山の風景（本埜地区）

▲いんざい
　里山マップ

〇 飼い犬が人をかんだときは、保健所へ届け出をし、犬に狂犬病の疑
いがないか獣医師の検診を受けましょう
※人が犬にかまれる事故が、令和3年度は県内で182件発生
〇犬の放し飼いは禁止です。散歩は短い引き綱で行いましょう
〇 犬は来訪者に近づけない場所で飼い、門や玄関から飛び出さないよ
う注意しましょう
〇 犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は、法律に定められた飼い主の義
務です
〇猫は屋内で飼いましょう。ふん尿や鳴き声による被害を防止でき、
感染症などの危険から猫や人を守ことができます
〇 犬猫合わせて10匹以上飼う場合は、保健所への届け出が必要です（生
後91日未満を除く）
〇サル、ヘビなどの特定動物は、原則飼うことが禁止されています
〇 ペットがいなくなったら、すぐに保健所や警察、動物愛護センター
に連絡しましょう
〇 犬猫は迷子札を付け、動物病院でマイクロチップを装着するなどし、
飼い主が分かるようにしましょう

餌付けをすると次のような影響が出る可能性があります
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